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定期監査の結果に関する措置について 

 

 平成２９年１２月１９日付け監査報告第２１号で報告のありました件につい

て、別添のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規

定に基づき、通知いたします。 



 

定期監査の結果（改善等を要する事項）に対する改善措置等の状況 

【改善等を要する事項】 

（１）随意契約により契約締結した三豊スクールバス運行業務に係る契約事

務において、仕様書の運行形態表に記載された内容から推計される年間

の運行予定便数と予定価格の積算根基として用いられた年間予定便数が

異なるものとなっていた。仕様書どおりの便数で予定価格を積算した場

合、契約の相手方が提示した見積額は当該予定価格を上回ることとなっ

ていた。また、仕様書において、車両の修繕に係る内容が定められてい

ないにもかかわらず、予定価格の積算根基には修繕料が計上されていた

ため、予定価格を決定する上で、適切な契約事務が行われているとは言

い難い状況にあった。仕様書は、業務を具体的に執行するための細目等

を定めるものであるとともに、予定価格及び見積金額の算定基礎となる

重要なものである。契約事務に疑義が生じるおそれがあるため、仕様書

の内容と予定価格との間に齟齬がないよう留意され、適切な契約事務を

行われたい。 

【改善措置等の状況】 

（１）三豊スクールバス運行業務に係る契約事務において、平成３０年度契

約からは、仕様の内容と予定価格に整合性が保てるよう内容を精査確認

し、両者に齟齬が生じないよう改めます。 

 


